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建設工事契約条項の改正について（お知らせ） 
 
平成２０年６月１日より、現行の「建設工事契約条項」を「豊田市工事請負契約約款」

へ改正します。新しい約款は豊田市のホームページに掲載してありますので、ご確認くだ

さい。 
 

記 
 
１ 目 的 

工事請負契約の片務性を是正し、契約関係の明確化、適正化を図るため。 

 

２ 約款改正に伴う契約課への提出書類の変更 

（１） 着手届の提出は、不要となります。 
（２） 工事の一部を他人に請け負わせようとするときは、事前に「工事下請負届」（２部）

を契約課へ提出してください。なお、当初提出した「工事下請負届」の内容に変更が

生じた場合には、「工事下請負変更届」（２部）の契約課への提出が必要となります。 
 
３ 施行日 

平成２０年６月１日以降に契約を締結するものから新約款を適用します。 
【例外】 
（１） 平成２０年５月に仮契約を行い６月１日以降に本契約を行う工事は、新約款を適

用します。 
（２） 「工事下請負届」は、６月１日以降に届出を行う下請負に適用します。（契約締結

日は問いません） 
 

●問い合わせ 
豊田市役所 契約課 工事・工事委託担当 

電話：３４－６６１６ 


